
 

仙台市水道局規程第七号 

 仙台市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和八年三月三十一日 

仙台市水道事業管理者 加 藤  邦 治 

   仙台市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程 

仙台市水道局事務決裁規程（平成五年仙台市水道局規程第八号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（管理者決裁事項） （管理者決裁事項） 

第四条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければ

ならない。 

第四条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければ

ならない。 

［一～十三 略］ ［一～十三 略］ 

十四 次長以上の職にある者の旅行命令に関すること 十四 外国旅行に関すること 

十五 ［略］ 十五 ［略］ 

十六 一件二億円以上の工事の変更に関すること（次条第十

号、第六条第一号キ及び第七条第一号カの規定による専決に

係るものを除く。） 

十六 一件二億円以上の工事の変更に関すること（次条第八

号、第六条第一号キ及び第七条第一号キの規定による専決に

係るものを除く。） 

［十七～二十 略］ ［十七～二十 略］ 

二十一 一件二千万円以上の委託及び受託に関すること（次条

第十五号及び第六条第一号スの規定による専決に係るもの

を除く。） 

二十一 一件二千万円以上の委託及び受託に関すること（次条

第十三号及び第六条第一号スの規定による専決に係るもの

を除く。） 

［二十二・二十三 略］  ［二十二・二十三 略］  

二十四 一件二億円以上の工事請負契約、委託（委任）契約等

の変更に関すること（次条第十七号、第六条第二号サ及び第

七条第三号エの規定による専決に係るものを除く。） 

二十四 一件二億円以上の工事請負契約、委託（委任）契約等

の変更に関すること（次条第十五号、第六条第二号サ及び第

七条第三号エの規定による専決に係るものを除く。） 

［二十五～三十三 略］ ［二十五～三十三 略］ 

（次長専決事項） （次長専決事項） 

第五条 次長の専決事項は、次のとおりとする。 第五条 次長の専決事項は、次のとおりとする。 

［一～五 略］ ［一～五 略］ 

六 部長及び水道危機管理室長の職にある者の内国旅行命令

に関すること 

［削る］ 

七 部長の職以下の職にある者の外国旅行命令に関すること ［削る］ 

八 ［略］ 六 ［略］ 

九 一件一億円以上二億円未満の工事の変更に関すること（第

七条第一号カの規定による専決に係るものを除く。） 

七 一件一億円以上二億円未満の工事の変更に関すること（第

七条第一号キの規定による専決に係るものを除く。） 

［十～二十三 略］ ［八～二十一 略］ 

（部長専決事項） （部長専決事項） 

第六条 部長の専決事項は、次のとおりとする。 第六条 部長の専決事項は、次のとおりとする。 

一 共通専決事項 一 共通専決事項 

［ア～ウ 略］ ［ア～ウ 略］ 

エ 課長（これと同等の職を含む。次号において同じ。）の

職にある者の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替

及び半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務

命令、休暇（病気休暇、家庭支援休暇及び介護部分休業を

除く。）、職務専念義務の免除（管理者が別に定める事由

によるものに限る。）並びに内国旅行命令に関すること 

エ 課長（これと同等の職を含み、水道危機管理室長を除く。

次号において同じ。）の職にある者の週休日及び勤務時間

の割振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、

代休日の指定、超過勤務命令、休暇（病気休暇、家庭支援

休暇及び介護部分休業を除く。）並びに職務専念義務の免

除（管理者が別に定める事由によるものに限る。）に関す

ること 

オ ［略］ オ ［略］ 

カ 一件千万円以上一億円未満の工事の変更に関すること

（次条第一号オの規定による専決に係るものを除く。） 

カ 一件千万円以上一億円未満の工事の変更に関すること

（次条第一号カの規定による専決に係るものを除く。） 

［キ～サ 略］ ［キ～サ 略］ 

シ 一件二百万円以上千万円未満の委託及び受託に関する

こと（次条第一号コの規定による専決に係るものを除く。） 

シ 一件二百万円以上千万円未満の委託及び受託に関する

こと（次条第一号サの規定による専決に係るものを除く。） 



 

ス 一件千万円以上五千万円未満の委託及び受託の変更（変

更後の契約金額と当初の契約金額（第四条第二十一号及び

第五条第十四号の規定による決裁を受けて契約金額を変

更したものにあっては、その変更後の契約金額。以下この

スにおいて同じ。）との差額が当初の契約金額の三割に相

当する額未満の場合又は延長した日数（同号の規定による

決裁を受けて履行期間を延長したものにあっては、その延

長後の履行期間をさらに延長した日数）の累計が四十日を

超えない範囲内で履行期間を延長する場合に限る。）に関

すること（重要なものを除く。） 

ス 一件千万円以上五千万円未満の委託及び受託の変更（変

更後の契約金額と当初の契約金額（第四条第二十一号及び

第五条第十二号の規定による決裁を受けて契約金額を変

更したものにあっては、その変更後の契約金額。以下この

スにおいて同じ。）との差額が当初の契約金額の三割に相

当する額未満の場合又は延長した日数（同号の規定による

決裁を受けて履行期間を延長したものにあっては、その延

長後の履行期間をさらに延長した日数）の累計が四十日を

超えない範囲内で履行期間を延長する場合に限る。）に関

すること（重要なものを除く。） 

セ 一件三十万円以上百万円未満の補助金、負担金、交付金

等の交付に関すること（次条第一号セの規定による専決に

係るものを除く。） 

セ 一件三十万円以上百万円未満の補助金、負担金、交付金

等の交付に関すること（次条第一号ソの規定による専決に

係るものを除く。） 

［ソ～チ 略］ ［ソ～チ 略］ 

［二～四 略］ ［二～四 略］ 

（課長専決事項） （課長専決事項） 

第七条 課長の専決事項は、次のとおりとする。 第七条 課長の専決事項は、次のとおりとする。 

一 共通専決事項 一 共通専決事項 

［ア・イ 略］ ［ア・イ 略］ 

ウ 係長（これと同等の職を含む。）の職以下の職にある者

の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤

務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休暇

（病気休暇、家庭支援休暇及び介護部分休業を除く。）、

職務専念義務の免除（管理者が別に定める事由によるもの

に限る。）並びに内国旅行命令に関すること 

ウ 係長（これと同等の職を含む。）の職以下の職にある者

の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤

務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休暇

（病気休暇、家庭支援休暇及び介護部分休業を除く。）並

びに職務専念義務の免除（管理者が別に定める事由による

ものに限る。）に関すること 

［新設］ エ 内国旅行に関すること 

［エ・オ 略］  ［オ・カ 略］  

カ 一件一億円以上三億円未満の工事の変更（変更後の設計

金額と当初の設計金額（第四条第十六号及び第五条第九号

の規定による決裁を受けて設計金額を変更したものにあ

っては、その変更後の設計金額）との差額が三千万円未満

の場合又は延長した日数（同号の規定による決裁を受けて

工期を延長したものにあっては、その延長後の工期をさら

に延長した日数）の累計が四十日を超えない範囲内で工期

を延長する場合に限る。）に関すること（重要なものを除

く。） 

キ 一件一億円以上三億円未満の工事の変更（変更後の設計

金額と当初の設計金額（第四条第十六号及び第五条第七号

の規定による決裁を受けて設計金額を変更したものにあ

っては、その変更後の設計金額）との差額が三千万円未満

の場合又は延長した日数（同号の規定による決裁を受けて

工期を延長したものにあっては、その延長後の工期をさら

に延長した日数）の累計が四十日を超えない範囲内で工期

を延長する場合に限る。）に関すること（重要なものを除

く。） 

［キ～ネ 略］ ［ク～ノ 略］ 

二 ［略］ 二 ［略］ 

三 総務部財務課長専決事項 三 総務部財務課長専決事項 

［ア～ウ 略］ ［ア～ウ 略］ 

エ 一件一億円以上三億円未満の工事請負契約、委託（委任）

契約の変更（変更後の契約金額と当初の契約金額（第四条

第二十四号及び第五条第十六号の規定による決裁を受け

て契約金額を変更したものにあっては、その変更後の契約

金額）との差額が三千万円未満の場合又は延長した日数

（同号の規定による決裁を受けて履行期間を延長したも

のにあっては、その延長後の履行期間をさらに延長した日

数）の累計が四十日を超えない範囲内で履行期間を延長す

る場合に限る。）に関すること（重要なものを除く。） 

エ 一件一億円以上三億円未満の工事請負契約、委託（委任）

契約の変更（変更後の契約金額と当初の契約金額（第四条

第二十四号及び第五条第十四号の規定による決裁を受け

て契約金額を変更したものにあっては、その変更後の契約

金額）との差額が三千万円未満の場合又は延長した日数

（同号の規定による決裁を受けて履行期間を延長したも

のにあっては、その延長後の履行期間をさらに延長した日

数）の累計が四十日を超えない範囲内で履行期間を延長す

る場合に限る。）に関すること（重要なものを除く。） 

［オ～シ 略］ ［オ～シ 略］ 

［四～十一 略］ ［四～十一 略］ 

   附 則 

 この規程は、令和八年四月一日から施行する。 



 

（水道局総務部総務課） 


